
内閣官房水循環政策本部事務局⑦ 河川等における清掃への協力

令和6年度水循環企業登録･認証制度：認証24-068A

仁淀川清掃活動

株式会社西日本科学技術研究所

ラブリバー仁淀川パートナーシップ会員として、仁淀
川直轄区間の内、高知河川国道事務所から割り当てら
れた区間の清掃活動を年間３回以上を目標に実施して
いる。

  また、これとは別に河川法第58条の8第1項の規定に
よる河川協力団体の活動の一環として、河川清掃を年
間1回以上を目標に実施している。

https://www.ule.co.jp/company/regional-activities
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取組内容

Webページ 仁淀川清掃活動の様子

人材資金カテゴリー
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